
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 高分子基材の主鎖上に Ｎ－アルキル－Ｎ－ビニ
ルアルキルアミドから誘導される単位を含む 重合体側鎖を有する有機高分
子材料に、三ヨウ化物イオンが担持されていることを特徴とする有機高分子殺菌材料。
【請求項２】
　Ｎ－アルキル－Ｎ－ビニルアルキルアミドから誘導される単位は、Ｎ－ビニルピロリド
ン、１－ビニル－２－ピペリドン、Ｎ－ビニル－Ｎ－メチルアセタミド、Ｎ－ビニル－Ｎ
－エチルアセタミド、Ｎ－ビニル－Ｎ－メチルプロピルアミド、Ｎ－ビニル－Ｎ－エチル
プロピルアミド及びこれらの誘導体から選択される１種以上の重合性単量体から誘導され
る請求項１に記載の有機高分子殺菌材料。
【請求項３】
　

【請求項４】
　高分子基材がポリオレフィン系の有機高分子よりなる請求項１ に記
載の有機高分子殺菌材料。
【請求項５】
　繊維、繊維の集合体である織布、不織布、及びそれらの加工品、繊維の切断短体、ビー
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放射線グラフト重合法により 導入された
放射線グラフト

前記放射線グラフト重合体側鎖に、三ヨウ化物イオンと I2とがポリヨウ素の形態を呈し
て対イオンとして付加体を形成して担持されている請求項１又２に記載の有機高分子殺菌
材料。

～３のいずれか１項



ズ、ネット、フィルム、板状部材、バルク状部材から選択される形態を有する請求項１～
のいずれかに記載の有機高分子殺菌材料。

【請求項６】
　請求項１～ のいずれかに記載の有機高分子殺菌材料からなる殺菌フィルタ。
【請求項７】
　有機高分子基材の主鎖上に、 Ｎ－アルキル－Ｎ－ビニル
アルキルアミドから誘導される単位を含む 重合体側鎖を導入し、得られた

高分子材料
三ヨウ化物イオンを担持させることを特

徴とする、有機高分子殺菌材料の製造方法。
【請求項８】
　

の製
造方法
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、空気中又は液体中の細菌、カビ、バクテリア、ウィルスなどを殺菌することの
できる、有機高分子殺菌材料に関する。
背景技術
医療の現場で起こる感染症は、しばしば重篤な疾患を起こすことが知られており、その原
因は、ＭＲＳＡ、ＶＲＳＡ、ＶＲＥ等をはじめとする抗生物質耐性菌やカビ、バクテリア
、ウィルスなどであるとされている。これらは、所謂、院内感染と言われるが、接触感染
の他に、空気等によっても感染する。したがって、手術室、集中治療室のような閉鎖系空
間では、室内に取り込む外気又は室内の空気を除菌清浄する必要がある。また、飛行機の
客室内のような閉鎖系空間においても、同様の問題がある。従来、このような空気中の除
菌には、ヘパフィルタなどが使用されているが、空気圧損が大きく、また、ウィルスなど
は通過してしまうので、ウィルス除去は望むべくもなく、除菌清浄に必ずしも優れた方法
とは言い難い。
本発明は、このような問題を解決し、空気又は液体中の細菌、カビ、バクテリア、ウィル
スなどを殺菌することのできるフィルター材料を提供することを目的とするものである。
発明の開示
ヨウ素が高い殺菌能を有することは良く知られている。例えば、三ヨウ化物イオンを担持
したポリビニルピロリドン（ポピドンヨード）の水溶液は、消毒薬やうがい薬として広く
用いられている。しかしながら、ポピドンヨードは高い水溶性を示すので、この物質を単
にフィルター材料に含浸させただけでは、含浸されたポピドンヨードは、フィルタに被処
理液を通すと同時に直ちに全量が放出されてしまい、殺菌フィルタとしては到底使用に耐
えることができない。本発明者らは、この殺菌能の高いヨウ素を利用して上記の目的を達
成するフィルター材料を提供すべく鋭意研究を重ねた結果、有機高分子材料の重合体側鎖
中に三ヨウ化物イオン（Ｉ３

－ ）を担持し得る官能基を導入し、三ヨウ化物イオンをこの
重合体側鎖上に官能基によって担持させることにより、三ヨウ化物イオン中のヨウ素分子
を空気又は水媒体中に徐々に放出して殺菌作用を行わしめることができる有機高分子殺菌
材料を提供することができることを見出し、本発明を完成するに至ったものである。なお
、本明細書において、「殺菌」という用語は、殺菌、殺カビ、殺バクテリア、殺ウィルス
等の全てを包含するものとして用いられる。
即ち、本発明は、高分子基材の主鎖上に、Ｎ－アルキル－Ｎ－ビニルアルキルアミドから
誘導される単位を含む重合体側鎖を有する有機高分子材料に、三ヨウ化物イオン（Ｉ３

－

）が担持されていることを特徴とする有機高分子殺菌材料に関する。なお、本明細書にお
いて、「三ヨウ化物イオンが担持されている」という表現は、重合体側鎖に、三ヨウ化物
イオンとＩ２ とがポリヨウ素の形態を呈して対イオンとして付加体を形成していることを
意味する。
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放射線グラフト重合法により、
放射線グラフト

放射線グラフト重合体側鎖を有する有機 と三ヨウ化物イオンとを接触させて、
放射線グラフト重合体側鎖を有する高分子材料に

前記放射線グラフト重合体側鎖に、三ヨウ化物イオンと I2とがポリヨウ素の形態を呈し
て対イオンとして付加体を形成して担持される請求項７に記載の有機高分子殺菌材料

。



Ｎ－アルキル－Ｎ－ビニルアルキルアミド、例えばＮ－ビニルピロリドンがヨウ素と結合
することは、上記したように広く知られている。しかしながら、このＮ－アルキル－Ｎ－
ビニルアルキルアミド基を樹脂や不織布等の高分子基材などに重合体側鎖の形態で導入し
、そこに三ヨウ化物イオンを担持させて殺菌材料を提供するという試みはこれまでなされ
ていない。
一般に、有機高分子に官能基を導入してある機能を持たせる場合には、この官能基の導入
によって生じる物理的強度の劣化を補うために主鎖同士を架橋している。この代表的なも
のはイオン交換樹脂である。イオン交換樹脂においては、一般にスチレンモノマーを重合
したポリスチレン主鎖に、スルホン基や４級アンモニウム基などのイオン交換基が導入さ
れている。しかしながら、これらのイオン交換基は親水基であり、周辺に水分子を数個配
位して嵩張っているために、このままでは樹脂の物理的強度が十分でなく、水にも溶解し
てしまう。イオン交換樹脂においては、この問題を解決するために、ジビニルベンゼンな
どの架橋剤を加えてポリスチレン主鎖同士を架橋させている。これによって、樹脂の物理
的強度が増し、水への溶解もなくなるが、その反面、架橋構造が形成されることによって
、吸着速度や拡散速度等の吸着分離機能が低下するという問題が生じる。この問題は、Ｎ
－アルキル－Ｎ－ビニルアルキルアミドを有機高分子基材の主鎖中に導入する場合にも同
様に問題となる。即ち、Ｎ－アルキル－Ｎ－ビニルアルキルアミドの基を高分子主鎖上に
直接導入すると、高分子材料の物理的強度が保持できないが、その場合、物理的強度の保
持のために高分子主鎖同士を架橋させると、吸着機能が低下するという相反する問題があ
る。
本発明においては、有機高分子基材の高分子主鎖上に、Ｎ－アルキル－Ｎ－ビニルアルキ
ルアミドから誘導される単位を含む重合体鎖の形態の側鎖を配置させることによって、高
分子主鎖の物理的強度をそのまま保持しながら、Ｎ－アルキル－Ｎ－ビニルアルキルアミ
ド基を基材に導入することが可能なことを見出した。以下において、本発明を更に詳細に
説明する。
発明を実施するための最良の形態
本発明に係る有機高分子殺菌材料において、有機高分子基材の主鎖上に、Ｎ－アルキル－
Ｎ－ビニルアルキルアミドから誘導される単位を含む重合体鎖の形態の側鎖を導入する手
段としては、グラフト重合法を用いることができる。中でも、放射線グラフト重合法は、
ポリマー基材に放射線を照射してラジカルを生成させ、それにグラフトモノマーを反応さ
せることによって、所望のグラフト重合体側鎖を基材に導入することのできる方法であり
、グラフト鎖の数や長さを比較的自由にコントロールすることができ、また、各種形状の
既存の高分子材料に重合体側鎖を導入することができるので、本発明の目的のために用い
るのに最適である。
本発明において、Ｎ－アルキル－Ｎ－ビニルアルキルアミドから誘導される単位を含む重
合体鎖の形態の側鎖を導入する基材として用いることができる材料としては、高分子素材
繊維やその集合体である織布や不織布を用いることができる。織布／不織布基材は、放射
線グラフト重合用の基材として好適に用いることができ、また、軽量で加工することが容
易なので、殺菌フィルタの材料として好適である。
本発明の目的のために好適に用いることのできる放射線グラフト重合法において、用いる
ことのできる放射線としては、α線、β線、γ線、電子線、紫外線などを挙げることがで
きるが、本発明において用いるのにはγ線や電子線が適している。放射線グラフト重合法
には、グラフト用基材に予め放射線を照射した後、重合性単量体（グラフトモノマー）と
接触させて反応させる前照射グラフト重合法と、基材とモノマーの共存下に放射線を照射
する同時照射グラフト重合法とがあるが、いずれの方法も本発明において用いることがで
きる。また、モノマーと基材との接触方法により、モノマー溶液に基材を浸漬させたまま
重合を行う液相グラフト重合法、モノマーの蒸気に基材を接触させて重合を行う気相グラ
フト重合法、基材をモノマー溶液に浸漬した後、モノマー溶液から取り出して気相中で反
応を行わせる含浸気相グラフト重合法などが挙げられるが、いずれの方法も本発明におい
て用いることができる。
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繊維や繊維の集合体である織布／不織布は本発明の高分子殺菌材料として用いるのに最も
適した素材であるが、これはモノマー溶液を保持し易いので、含浸気相グラフト重合法に
おいて用いるのに適している。
本発明の高分子殺菌材料用の有機高分子基材としては、ポリオレフィン系の有機高分子材
料が好ましく用いられる。ポリオレフィン系の有機高分子材料は、放射線に対して崩壊性
ではないので、放射線グラフト重合法によってグラフト側鎖を導入する目的に用いるのに
適している。更に、本発明の高分子殺菌材料をフィルタ素材として用いる場合には、基材
として、繊維、又は繊維の集合体である織布又は不織布、或いはそれらの加工品が好まし
く用いられる。
本発明においては、有機高分子基材の主鎖上に、Ｎ－アルキル－Ｎ－ビニルアルキルアミ
ドを含む重合性単量体をグラフト重合することによって、高分子基材の主鎖上にＮ－アル
キル－Ｎ－ビニルアルキルアミドから誘導される単位を含む重合体側鎖を有する有機高分
子材料が製造され、これに三ヨウ化物イオンが担持される。かかる目的の重合性単量体と
して用いることのできる化合物の具体的な例としては、Ｎ－ビニルピロリドン、１－ビニ
ル－２－ピペリドン、Ｎ－ビニル－Ｎ－メチルアセタミド、Ｎ－ビニル－Ｎ－エチルアセ
タミド、Ｎ－ビニル－Ｎ－メチルプロピルアミド、Ｎ－ビニル－Ｎ－エチルプロピルアミ
ド、及びこれらの誘導体から選択される１種以上の重合性単量体を挙げることができる。
本発明に係る有機高分子殺菌材料においては、上記のように、有機高分子基材の主鎖上に
Ｎ－アルキル－Ｎ－ビニルアルキルアミドから誘導される単位を含む重合体側鎖が導入さ
れており、この側鎖上に存在するＮ－アルキル－Ｎ－ビニルアルキルアミド基に、三ヨウ
化物イオン（Ｉ３

－ ）が担持される。
三ヨウ化物イオンの担持は、上記で説明したような、高分子基材の主鎖上にＮ－アルキル
－Ｎ－ビニルアルキルアミドから誘導される単位を含む重合体側鎖を有する有機高分子材
料を、三ヨウ化物イオンと接触させることによって行うことができる。高分子材料と三ヨ
ウ化物イオンとの接触方法としては、液相の場合には、例えば、ヨウ素／ヨウ化カリウム
水溶液又はヨウ素／ヨウ化水素水溶液中に高分子材料を浸漬したり、高分子材料で形成し
たフィルターに上記溶液を通したりすることによって行うことができる。また、ヨウ素／
ヨウ化カリウム水溶液に浸漬した高分子材料にヨウ素の蒸気を接触させたり、或いは同様
に浸漬した高分子材料をヨウ素粉末上に配置して、ヨウ素粉末から揮散するヨウ素の蒸気
を高分子材料と接触させることによって、高分子材料に三ヨウ化物イオンを担持させるこ
とができる。
また、ヨウ素をジクロロメタン、クロロホルム、メタノールなどの有機溶媒に溶解した溶
液中に高分子材料を浸漬し、そこにヨウ化水素酸を加えることによっても、高分子材料に
三ヨウ化物イオンを担持させることができる。
高分子材料に担持させるべき三ヨウ化物イオンの量は、殺菌処理すべき媒体の種類、除去
対象となる細菌、バクテリア等の存在量、高分子材料の使用環境、高分子材料の形態など
によって変化するが、一般に、高分子材料の単位重量当たりの量として、１～３０％程度
の範囲が好ましく用いられる。
一例として、高分子基材としてポリエチレン不織布を用い、これに、放射線グラフト重合
法を用いてＮ－ビニルピロリドンをグラフト重合して、Ｎ－ビニルピロリドンから誘導さ
れる単位を含む重合体側鎖を形成し、これを酸性に調整したヨウ素／ヨウ化カリウム溶液
中に浸漬して、本発明に係る高分子殺菌材料を形成する場合の反応は、下記のようなもの
であると考えられる。
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本発明者らは、上記の構造を明らかにするために、Ｎ－ビニルピロリドンの２量体（下式
（４））を調製し、これを酸性に調整したヨウ素／ヨウ化カリウム溶液と反応させて得ら
れた化合物（下式（５））の共鳴ラマンスペクトルを測定したところ、１０７．７ｃｍ－

１ にＩ３
－ の吸収が観察された。また、得られた化合物をＸ線結晶解析によって分析した

。その結果、得られた化合物の構造は、分子内で水素結合したものではなく、下式（５）
に示すように分子間で水素結合したものであることが分かった。更に、このことは、ＰＭ
３ハミルトニアンを用いた分子軌道計算で分子間水素結合の方が分子内水素結合よりも安
定であることからも明らかであった。この結果は、上式（３）の化合物において、隣接す
るピロリドン単位の間で水素結合が起きているのではないことを示している。更に、上記
の反応式に従って製造した化合物（３）の共鳴ラマンスペクトルを測定したところ、１１
０．７ｃｍ－ １ にＩ３

－ の吸収と、１６６．７ｃｍ－ １ にＩ２ の吸収が観察された。以上
の結果から、本発明に係る高分子殺菌材料においては、上式（３）に示されるように、三
ヨウ化物イオンＩ３

－ はヨウ素Ｉ２ と共にポリヨウ素：
…Ｉ３

－ …Ｉ２ …Ｉ３
－ …Ｉ２ …

の形態を呈して対イオンとして付加体を形成して、担持されていることが分かった。
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本発明に係る高分子殺菌材料は、上記に説明したように、高分子基材の主鎖上に存在する
Ｎ－アルキル－Ｎ－ビニルアルキルアミドから誘導される単位を含む重合体側鎖に、ポリ
ヨウ素の形態で三ヨウ化物イオンが担持されているので、これを、例えば液体用フィルタ
として用いて、細菌やウィルスなどを含む被処理液体を通過させると、フィルタを通過す
る際に、フィルタに担持されたポリヨウ素からヨウ素（Ｉ２ ）が遊離し、これによって被
処理液体中の細菌やウィルスが殺菌され、更に、担持されたポリヨウ素付加体中のヨウ素
が被処理液体中に徐々に溶け出すことによって、被処理液体中の細菌、ウィルス等の更な
る殺菌が行われる。担持された三ヨウ化物イオンは、上記の化学式に示されるように、ヨ
ウ素（Ｉ２ ）と共にポリヨウ素の形態を呈して対イオンとして担持されているので、徐放
性を示し、従って本発明に係る高分子殺菌材料は、長時間高い殺菌能を保持することがで
きる。また、本発明に係る高分子殺菌材料を、気体フィルタとして用いた場合には、担持
された三ヨウ化物イオン中のヨウ素が揮散して被処理気体中に拡散されることによって、
被処理気体の殺菌が行われる。この場合においても、ヨウ素は徐放性を示すので、本発明
に係る高分子殺菌材料は、長時間高い殺菌能を保持することができる。
また、三ヨウ化物イオンを担持した高分子材料は、ヨウ素の持つ色を呈しているが、ヨウ
素が放出されるに連れてこの色が徐々に薄くなっていく。したがって、高分子殺菌材料の
呈する色の濃度によって、残存するヨウ素の担持量、即ち高分子殺菌材料の残存殺菌容量
を評価することができる。この現象を利用して、本発明に係る高分子殺菌材料は、その殺
菌能を光学的にモニタリングすることができる。モニタリングは、視認によって行っても
よいし、或いは、分光光度計を用いてヨウ素の可視光域の吸収・反射を測定することなど
によって行ってもよい。例えば、本発明に係る高分子殺菌材料がヨウ素の色を殆ど呈しな
くなったら、殺菌能が消費されたものとして、新たなものに取り替えたり或いは再生する
ことができる。どの程度の色になったら十分な殺菌能が発揮できないかは、殺菌材料に担
持されるヨウ素の量、殺菌材料の形状や寸法、殺菌材料を適用する被処理液体又は気体の
条件等、種々のパラメータに依存して、経験的に定めることができる。
本発明に係る高分子殺菌材料からポリヨウ素付加体の形態で担持されている三ヨウ化物イ
オン中のヨウ素が放出されて、十分な殺菌能を発揮し得なくなったら、高分子殺菌材料に
再び三ヨウ化物イオンを担持させることによって、簡便に再生させることができる。再生
のための三ヨウ化物イオンの再担持は、高分子殺菌材料の製造におけるプロセスと同様の
手法によって行うことができる。
本発明に係る高分子殺菌材料の形状としては、任意の種々の形態のものを採用することが
できる。例えば、織布／不織布、板状部材、ビーズ状部材、バルク状部材、フィルム、ネ
ットなどの形態で本発明に係る高分子殺菌材料を構成することができる。
本発明に係る高分子殺菌材料は、細菌やバクテリア等の存在が問題となる任意の媒体の殺
菌処理に用いることができる。例えば、本発明に係る高分子殺菌材料を不織布の形態に形
成して、病院空調機用のエアフィルタ、ビニルハウス用のエアフィルタ、安全キャビネッ
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ト用のフィルタ又は航空機の客室空調用のエアフィルタなどの殺菌・除菌用エアフィルタ
として、農業用水、廃液、クーリングタワー水又は下水処理場処理水用の殺菌・殺ウィル
ス用フィルタとして、養殖場における用水フィルタとして、循環式浴槽用のフィルタとし
て、或いは絆創膏や医療用のガーゼ又はマスクなどとして用いることができる。また、本
発明に係る高分子殺菌材料をシート状のまま、又は繊維の切断短体の形態に形成して、燻
蒸処において土壌中にかぶせたり又は混ぜ込んで用いることができる。
以上説明したように、本発明に係る有機高分子殺菌材料は、高分子基材の主鎖上に少なく
ともＮ－アルキル－Ｎ－ビニルアルキルアミドから誘導される単位を含む重合体側鎖を有
する高分子材料に、ポリヨウ素の形態で三ヨウ化物イオンが担持されていることを特徴と
しており、物理的強度が高く、ポリヨウ素の形態で担持されている三ヨウ化物イオン中の
ヨウ素を徐々に放出することができるので、空気や液体用の殺菌材料として、極めて有用
である。また、本発明に係る有機高分子殺菌材料は、担持されている三ヨウ化物イオン中
のヨウ素が放出されるに連れてその色が薄くなるので、材料の色によってその残留殺菌能
をモニタリングすることができる。更に、殺菌能が消費された場合には、再び三ヨウ化物
イオンを担持させることによって、極めて簡便に殺菌能を再生させることができる。
産業上の利用の可能性
本発明に係る有機高分子殺菌材料は、例えば、病院空調機用のエアフィルタや、農業用水
用の殺菌・殺ウィルス用フィルタ又は循環式浴槽用のフィルタとして、或いは養殖場にお
ける用水フィルタなどとして、細菌やバクテリアなどの存在が問題となる雰囲気において
用いる殺菌材料として極めて有用である。特に、病院において近年問題となっている院内
感染を引き起こすＭＲＳＡ、ＶＲＳＡ、ＶＲＥ等にも十分対応が可能である。
実施例
以下、本発明を更に詳細に説明する。これらの記載は、本発明を限定するものではない。
実施例１：高分子殺菌材料の製造
高分子基材として、繊維径約１６μｍのポリエチレン繊維よりなる目付５６ｇ／ｍ２ 、厚
さ０．２ｍｍの不織布を用いた。この不織布基材に、ガンマ線を窒素雰囲気中で１５０ｋ
Ｇｙ照射した後、Ｎ－ビニルピロリドン溶液に浸漬し、溶液を加温して反応させて、グラ
フト率１３４％のＮ－ビニルピロリドングラフト不織布を得た。このグラフト不織布を１
５ｃｍ×５ｃｍに切断し（重量０．１９８４ｇ）、純水に十分浸し、軽く水を切った後、
０．１Ｎヨウ素／ヨウ化カリウム溶液又は０．１Ｎヨウ素／ヨウ化水素溶液１０ｍｌに純
水１９０ｍｌを加えた溶液中で、１時間撹拌した。次に、１Ｎ塩酸溶液２０ｍｌ中に１０
分浸漬した後、水洗し、塩酸浸漬液と洗浄水とを合わせて全液体を０．１Ｎ－Ｎａ２ ＳＯ

３ で滴定して、液中に残存するヨウ素量を求め、これにより、不織布材料に吸着されたヨ
ウ素の量を求めた。得られた不織布試料を乾燥して重量を測定した（０．２７２５ｇ）。
三ヨウ化物イオン（Ｉ３

－ ）の担持量は、１．４０ｍｍｏｌであった。
実施例２：抗菌活性の測定
実施例１で製造された不織布殺菌材料から、直径１３ｍｍ円形試験片を打ち抜いた。試験
供試株として、Ｍｉｃｒｏｃｏｃｃｕｓ　ｌｕｔｅｕｓ　ＡＴＣＣ９３４１，Ｂａｃｉｌ
ｌｕｓ　ａｎｔｈｒａｃｉｓ，Ｅｓｃｈｅｒｉｃｉａ　ｃｏｌｉ　ＮＩＨＪを用いた。ス
ラント培地に保存してある上記供試株を、普通ブイヨン培地で８時間培養した。得られた
培養液を一部採取し、更に普通ブイヨン培地で１８時間培養した。オートクレーブ滅菌し
た普通寒天培地７ｍｌをシャーレに分注し、固めたものを用意した。普通ブイヨン培地に
０．８％の寒天を加えてオートクレーブ滅菌し、５０℃程度に冷却した培地７ｍｌに、上
記で培養した供試菌株を５×１０６ 個／ｍｌ程度になるように混ぜ、上記の普通寒天培地
上に均一に広げて固めて平板を作成し、その上に試験片を載せて軽く密着させた。比較試
料として、ポリエチレン不織布を試験片と同じ大きさに切断したもの、ポリビニルピロリ
ドン／ヨウ素（ポピドンヨード）溶液をポリエチレン不織布に含浸させたもの、及びヨウ
化カリウム水溶液（０．０５ｍｍｏｌ／ｌ）をポリエチレン不織布に含浸させたものを用
いて、同様に、作成された平板上に載せて軽く密着させた。また、菌株の増殖確認のため
に、何も載せない平板も用意した。
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作成された平板試料を、３７℃に維持されたインキュベータに入れて、２４時間培養した
。試験片の周りに形成される増殖阻止円の直径Ｌ（ｍｍ）を測定した。次式より、阻止円
幅を算出した。
Ｗ＝（Ｌ－Ｔ）／２
［Ｗ＝阻止円幅；Ｌ＝阻止円直径（ｍｍ）；Ｔ＝試験片直径（ｍｍ）］
試験は、同じ試験供試菌株に対して３回行い、阻止円幅はその平均値を用いた。本発明に
係る殺菌材料に関する試験結果を表１に、比較試料に関する試験結果を表２に示す。なお
、試験の概略を図１に示す。
表１より、試験供試菌株のそれぞれについて、本発明に係る殺菌材料は、良好な抗菌活性
を示すことが確認された。また、効果確認後もヨウ素の色は残っており、２４時間の試験
時間では、ヨウ素は完全には放出されず、繰り返し利用することが可能であることが分か
った。ポリエチレン不織布の比較試料においては、阻止円は現出しなかった。また、ポピ
ドンヨード溶液をポリエチレン不織布に含浸させたもの、及びヨウ化カリウム水溶液（０
．０５ｍｍｏｌ／ｌ）をポリエチレン不織布に含浸させたものについては、抗菌活性は見
られたものの、ヨウ素の色は完全に抜け落ちており、繰り返し使用することはできなかっ
た。なお、これらについては、阻止円の幅が本発明のものと比べて極めて小さかったが、
これは、含浸されているヨウ素が極めて短時間で放出され、２４時間の試験時間内に揮散
・消失してしまうためであると考えられる。
実施例３：抗真菌活性の測定
試験供試株として、Ｃａｎｄｉｄａ　ａｌｂｉｃａｎｓ　３１４３を用いた。スラント培
地に保存してある上記供試株を、酵母用完全培地で８時間培養した。得られた培養液を一
部採取し、更に酵母用完全培地で１８時間培養した。オートクレーブ滅菌した酵母用完全
培地７ｍｌをシャーレに分注し、固めたものを用意した。酵母用完全培地に０．８％の寒
天を加えてオートクレーブ滅菌し、５０℃程度に冷却した培地７ｍｌに、上記で培養した
供試菌株を５×１０６ 個／ｍｌ程度になるように混ぜ、上記の培地上に均一に広げて固め
て平板を作成し、その上に試験片を載せて軽く密着させた。比較試料として、ポリエチレ
ン不織布を試験片と同じ大きさに切断したものを用いて、同様に、作成された平板上に載
せて軽く密着させた。また、菌株の増殖確認のために、何も載せない平板も用意した。実
施例２と同様にインキュベータ内で２４時間培養し、増殖阻止円の幅を算出した。結果を
表１に示す。
表１より、本発明に係る殺菌材料は、良好な抗真菌活性を示すことが確認された。また、
効果確認後もヨウ素の色は残っており、２４時間の試験時間では、三ヨウ化物イオンは完
全には放出されず、繰り返し利用することが可能であることが分かった。ポリエチレン不
織布を用いたもの及び何も載せなかったもの（比較試料）については、阻止円は現出しな
かった。
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【図面の簡単な説明】
図１は、本発明の実施例における抗菌活性試験の概略を示す図である。
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